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第1章裁判員候補者名簿の調製等

第1 選挙人名簿に登録されている者の数の照会（規則11条2項）

1 総 論

地方裁判所は,毎年9月1日までに，次年に必要な裁判員候補者の員数を

その管轄区域内の市町村に割り当て， これを市町村の選挙管理委員会に通知

しなければならない（法20条1項)。この割当ては，各市町村の選挙人名簿

に登録されている者の数に応じて行われることから（規則11条2項)，その

登録者の数をあらかじめ市町村の選挙管理委員会に照会しておく必要がある

（同項)。

2 照会書の作成

（1）作成方法及び照会時期

事務に当たる刑事訟廷（ここでは，刑事訟廷事務室の書記官が事務に当

たることとしているが， これはあくまで一例であり，実際の事務の分担に

ついてはj各庁の実情に応じて検討していただくことになる。以下同様｡）

は，名簿管理システムを用いて,取扱区域内（規則2条）における市町村

選挙管理委員会（注'）あての照会書【書式例1】を作成する （注2)。照

会時期については,前述のとおり， 9月1日までに，次年に必要な裁判員

候補者の員数を管轄区域内の市町村選挙管理委員会に割り当て,通知しな

ければならないことからジ こうした時間的制約を考慮し，遅くとも8月1

第6章区分審理決定がされた場合の裁判員等選任手続事務…“”．．…･･･

第1 選任予定裁判員を選定しない場合……･…･…･-………………．,…”。

1総 説 ・・…．.……．．､．……．．………･…･･･………………･………

2選任記録の作成 ･ ･ ･…………･……………･………….…….….….…

3裁判員等選任手続調書の作成”……･･…･･･……･……･…･……’…・

第2 選任予定裁判員を選定する場合 ・……． ．………………･…“･…･……‘

1 選任予定裁判員の選定……．.…･･ ･｡…………･･……･･ ･…･ ･･･…･….．

2 選任予定裁判員の選定手続に関する事務 ・・･……．.…………･……

3 選任予定裁判員の裁判員等への選任手続に関する事務 ．.．,…･…．

4選任予定裁判員の選定取消しに関する事務 ．．……"”･･･…………

裁判員裁判の下において作成される主な文書（選任手続を中心に）………

書式例…･…．．…･ ･･･…………･…．．…･･･…．．……………………･…･……。
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(注1） いわゆる政令指定都市においては，区の選挙管理委員会が選挙人名簿の調製や登録

を行うが（公職選挙法19条， 22条，同法施行令141条の2)，法104条において，裁判

員候補者予定者名簿に係る事務については，政令指定都市の区にこれを適用すること

とされている(解説343ページ参照)。また，東京都の特別区については，法15条1項
17号の文言からも明らかなとおり，法でいうところの「市町村」に含まれるものとし
て取り扱われることになる。

（注2） この照会事務を含め，地方裁判所が行う各種事務（法20条1項に基づく員数通知，
法26条3項に基づく呼出候補者の選定等）は，司法行政事務に当たることから，実際
にこれらの事務を処理するに当たっては, ､各庁の実情に応じてしかるべき者まで決裁

を得る必要がある｡司法行政文書となる書類の‘一覧については， 84ページ以下の表を
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第1章裁判員候補者名簿の調製等

日ころまでには照会しておく取扱いが相当であろう。

第1章裁判員候補者名簿の調製等

れに受付日付印を押捺した上， 回答書に記載された選挙人名簿被登録者数を

名簿管理システムに入力する｡

市町村選挙管理委員会ごとの回答状況については，名簿管理システムによっ

て随時確認し，必要な場合には回答書送付を促す6

一

選挙人名簿（注3）に登録されている者の数

市町村から回答される選挙人名簿の被登録者数についてであるが，通常

は， 6月の定時登録(公職選挙法22条1項本文, 19条2項）によるもの,,す

なわち， 6月1日現在の資格に基づき同月2日に登録されたものであろう

と想定される。ただし， この登録の日は変更される場合があり （同法22条

1項ただし書)，そうした場合に登録されるまで回答を待つというのでは，

事務の停滞を招くことになりかねない。そこで，例えば，登録の日が8月

6日以降と護るときは，同月5日現在において選挙人名簿に登録されてい

る者の数を回答してもらうこととして，遅滞を防ぐのが相当である(注4)。

第2裁判員候補者の員数の割当て及び通知並びに本籍照会

1 次年に必要な裁判員候補者の員数の推計

地方裁判所は，その取扱区域内における①裁判員裁判対象事件の取扱状況

（例えば，審理期間ごとの裁判員裁判対象事件の受理状況など)，②呼出しを

受けた裁判員候補者の出頭状況，③法34条7項の規定による不選任の決定が

あった裁判員候補者の数その他の裁判員及び補充裁判員の選任状況，④裁判

員候補者名簿に記載をされた者の数の状況（例えば，調製時の数や年末にお

ける残員数など)，⑤その他の事項（例えば，刑事事件全体の事件数の推移

など）を考慮して，次年に必要な裁判貝候補者の員数を推計する（規則11条

1項)。

確度の高い推計をするためには，前年分のみならず，過去数年分の統計デー

タの推移を参照するのが有用であろう。

2裁判員候補者の員数の算定及び割当て

‘ 刑事訟廷は,､上記の推計に基づいて決めた裁判員候補者の員数を名簿管理

システムに入力した上，その自動割当機能を用いて,管内市町村ごとの割当

員数を算出し（注5), 「割当員数等一覧表」 【書式例2】 （次年に必要な裁判

員候補者の員数に加え，市町村ごとの割当員数が一覧表示される｡）を作成

することによって割り当てる(注6)。

§

！

（2） 回答期限

(1)記載の時間的な制約を考慮すると，本照会に対する回答期限は，遅く

とも8月15日ころまでと設定しておくのが相当である。

なお，市町村の選挙管理委員会及び裁判所双方の事務負担の視点を考慮

すると，本照会に対する回答と検察審査会法施行令に基づく選挙人名簿被

登録者数の通知とを同時期に行うことが便宜である。その場合の本照会に

対する回答期限は，検察審査会法施行令（2条）の定める期限（8月15日）

に合わせることになろう。

3 照会書の送付

刑事訟廷は， 2の(1)の照会書を窓空き封筒に封入した上，市町村の選挙管

理委員会にあてて普通郵便により送付する。

4 回答書の受領

刑事訟廷は，市町村の選挙管理委員会から回答書の送付を受ける都度， こ

(注5） 名簿管理システムにおける割当員数の計算は，規則11条2項及び4項の規定による

方法に従っている。当然のことながら， 、第1によるその取扱区域内の市町村の選挙管

理委員会からの選挙人名簿に登録されている者の数の回答内容の入力がすべて終了し

ていることが計算の前提となる。 ． ‐

(注6） 裁判員候補者の員数の割当て後，裁判員候補者予定者名簿の提出までの間に市町村

合併が予定されている場合であっても,割当歪時点における市町村を基準に員数を割
り当てれば足りるものと解される。
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(注3） 選挙人名簿には，在外選挙人名簿は含まれない（公職選挙法30条の2第1項参照〉。
(注4） このような遅滞を回避する取扱いは，現行の検察審査会法施行令においても採られ
ているところである（同施行令2条参照)。
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第1章．裁判員候補者名簿の調製等
第1章裁判員候補者名簿の調製等

I…
鰯
や
認 3 割当員数の通知及び本籍照会書の作成

刑事訟廷は，名簿管理システムを用いて照会書【書式例3】を作成する。

この照会書では，割当員数を通知するとともに，裁判員候補者予定者の本

籍も照会することとしている（あて名も市町村の選挙管理委員会と市町村長

の連名としている6)。

ここで本籍を照会するのは，後に裁判員候補者の前科の有無を検察庁に照

会する際，本籍情報が必要であるからである。もとより；事件ごとに裁判員

候補者をくじで選定する都度，市町村に対して五月雨式に本籍照会を行う方

法もあるが，そうした方法をとるとなると，市町村及び裁判所の双方にとっ

て事務負担が相当過大なものになると考えられる。そこで， こうした煩雑な

事態を回避するため，規則10条の規定を設けて，裁判員候補者予定者名簿の

送付に併せて，その本籍を一括して回答してもらうことを可能とする措置を

講じたものである。

本籍の照会は，法12条2項の公務所照会に基づいて行われるものであるが，

この照会に対し，市町村は応答義務を負っている（解説79ページ参照)。

なお，規則10条が予定している方式によって本籍照会を行う場合，照会自

体は裁判員候補者となる前の段階で行われることになるわけであるが,一方

で法12条;2項は何ら照会時期を制限していないと解されることから,特段の

問題は生じない。

4割当員数の通知及び本籍照会書の送付

刑事訟廷は， 9月1日までに，市町村の選挙管理委員会及び市町村にあて‘

て， 3の照会書とともに，裁判員候補者予定者名簿（電子データ）の暗号及

び復号化に必要な暗号鍵（パスワード）を記載したメモ書きを同封して,-書

留郵便により送付する。

（1）送付期限及び回答期限

裁判員候補者予定者名簿の送付期限は, 10月15日である（法22条)。本

籍についても，裁判員候補者予定者名簿に付して回答してもらう必要があ

ることから，その回答期限は10月15日に合わせておくべきである。

（2） 暗号化の依頼

照会書と併せて送付した前述の暗号鍵（パスワード） （注7） を記載し

たメモ書きに基づいて裁判員候補者予定者名簿（電子データ）に暗号化の

措置を施すよう，市町村に対して依頼することになる。

5 裁判員候補者の補充の場合の措置(法24条）

取り扱う対象事件数や裁判員候補者の辞退人数が当初の見込みより多い等

の事情により，その年に必要な裁判員数を確保することが困難な事態が生じ

た場合，裁判員候補者を補充することができる（注8)。

万が一補充を行う場合には,補充すべき裁判員候補者の員数を決定した上，

2から4までに記載したのと同様の処理を行う。その際，改めて市町村の選

挙管理委員会に対し，選挙人名簿に登録された者の数の照会を行う必要はな

く，前年のうちに照会回答を受けた数を基に割り当てれば足りる。
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裁判員候補者予定者名簿の基となる選挙人名簿1

員数の割当てを受けた市町村は,最高裁判所から配布された名簿調製i

プﾛグﾗﾑを用いるなどして,裁判員候補者予定者名簿を調製するとと ｜
もに, これに本籍を付することになる。

裁判員候補着予定者の選定は，その時点における最新の選挙人名簿にi
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(注7） この暗号鍵（パスワード）は，取扱区域内の市町村選挙管理委員会ごとに異なるも

のとする必要はなく， 1個の暗号鍵を作成して各市町村の選挙管理委員会に周知すれ
ば足りる。

(注8） 裁判員候補者の補充は，市町村，裁判所双方にとって事務負担が相当重いことから，
制度があることはともかくとして，実際には避けるべきである。ちなみに，当初の裁
判員候補者名簿を調製した後，翌年末ころに裁判員候補者を補充するまでの間に市町
村合併や政令指定都市への移行が生じたような場合には員数の割当計算の前提として

前年に聴取した選挙人名簿被登録者数をそのま,ま用いることができるのかという点に
関する考慮も必要であり，その取扱いの方法;いか舟によっては，事務処理が相当複雑
になりかねないといった問題もある。した力車って，当初の裁判員候補者名簿の員数を
決めるに当たっては一定程度の余裕を持たぜでおく必要があろう。
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